
  

 

 

 

 

国有地サポート・ 
地域ボランティア制度 
 

財務省福岡財務支局 

 

活動の流れ 

活動する国有地と活動内容の決定 

お問合せ先 

国サポ申込書を国に提出 

国サポ活動実施 

活動の公表など 

国サポ協定書を締結 

〇福岡財務支局 国有財産調整官 

福岡市博多区博多駅東 2-11-1 

福岡合同庁舎本館 

☎：092-411-5104 

〇福岡財務支局 小倉出張所 

統括国有財産管理官 
北九州市小倉北区城内 5-1 

小倉合同庁舎 

☎：093-561-0481 

 

〇佐賀財務事務所 管財課 

佐賀市駅前中央 3-3-20 

佐賀第２合同庁舎 

☎：0952-32-7161 

 

〇長崎財務事務所 管財課 

長崎市筑後町 3-24 

☎：095-827-7095 

〇長崎財務事務所 佐世保出張所 

統括国有財産管理官 

佐世保市木場田町 2-19 

佐世保合同庁舎 

☎：0956-23-3185 
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国有地サポート・ 

地域ボランティア制度 

（国サポ）とは？ 

活動内容 

国有地の巡回 

国有地の巡回を行い、撮影いただい

た写真を、電子メールや郵便により提

出していただく活動です。 

国有地の除草・緑化 

国有地の除草を行い、撮影いただい

た除草後の写真を、電子メールや郵便

により提出していただく活動です。 

また、緑化を行っていただくことも

可能ですが、緑化を行う場合は、雑草

等の除草と併せて行っていただく必要

があります。 

国有地の清掃 

国有地内にあるゴミ等の清掃を行

い、撮影いただいた清掃後の写真を、

電子メールや郵便により提出していた

だく活動です。 

活動の効果 

②活動の公表 

活動団体名や活動内容等を財務省 HP

で公表することができます。 

また、ご希望があれば、活動を証する

サインボード（看板）の設置を行うこと

ができます。 

①地域コミュニティの構築 

国有地は、全国に広く所在しています。 

お近くの国有地のサポーターとなってい

ただくことを通じて、地域コミュニティの

構築が期待されます。 

また、国有地の緑化や清掃を行うことに

より、地域環境の向上が期待できます。 

地域や企業の皆様に、国有地の

サポート活動を行っていただく

ことを通じて、 

・地域コミュニティの活性化 

・地域環境の向上等 

を図る取組みです。 

誰でも出来るの？ 

・地域の方々 

・企業 

・学校 

・自治体 

など、幅広い方が対象です。 

資格は不要です。 


